
対象案件 北広島市地球温暖化対策実行計画の策定について 

意見募集期間 平成２７年１月５日（月）から平成２７年２月４日（水）まで 

担当部署(問合せ先） 市民環境部環境課 電話 011-372-3311 内６３４  

意見提出件数 

意見提出者数  1 人  

意見提出件数  7 件  

 

提出のあった意見の概要  
市の考え方 

（案を修正したときは修正内容）  

◆出来れば北広島市が「環境都市宣言」を宣言

し、市が率先して市民及び事業者を指導していく

体制ができるとうれしい。 

 

 

 

◆平成３２年度の計画目標は、国が目標としてい

る削減目標のＣＯ2排出量とはかけ離れているの

はなぜか。短期、中期、長期でそれぞれ具体的な

計画と目標数字が必要ではないか。 

 

 

 

 

 

 

 

◆暖房エネルギー削減の為、建物の高気密・高

断熱化を促進し、削減目標値を設定する。 

 

 

 

 

◆市は現在「第２次北広島市環境基本計画」にお

いて、「めざす環境の姿」として「豊かな自然に抱

かれ、未来に続く環境都市 北広島」を掲げ、環

境施策を推進しています。「環境都市宣言」につ

いては、今後、検討させていただきます。 

 

◆本計画の目標値は、市・市民・事業者が実行可

能な行動指標を設定し、それぞれの温室効果ガ

ス排出削減量を積み上げることにより設定した目

標値となっています。 

また、本計画の目標値には、国のように森林吸

収源による削減量等が含まれていないため、国の

目標値とは異なっています。 

 長期的な目標値については、国の新たな方針

や目標値が定められた段階で検討したいと考え

ています。 

 

◆市内の建物について、断熱改修状況を把握す

ることは困難なため、具体的な削減目標は設定し

ていませんが、省エネ住宅等の情報提供を行い、

建物の高気密・高断熱化を促進したいと考えてい

ます。 

 



◆企業における照明・暖房器具・その他高効率器

具の導入を促進する。 

 

 

◆公共施設における自然エネルギーの導入を行

い、ＣＯ2削減目標を設定してほしい。 

 

 

 

 

◆北広島市は 3～4 地区に分かれていることか

ら、地域単位で隣接までの交通インフラ整備をし、

少しでも車依存社会を改善できるようにしてほし

い。 

 

 

◆市民の環境に対する意識改革が必要であり、

官民連携して共に参加した街づくりが望ましいと

思います。 

 

 

 

 

◆省エネ機器等の情報提供を行うとともに、業務

部門や産業部門における高効率機器や再生可能

エネルギーの導入促進策について、検討します。 

 

◆公共施設における CO2削減目標については、

「北広島市役所事務事業第３次地球温暖化対策

実行計画」（２０１１年度～２０１５年度）で定めてお

り、２０１６年度以降の目標値についても、次期計

画の中で設定することとしています。 

 

◆公共交通機関の利用やパーク・アンド・ライドの

促進等により、車に依存しないまちづくりを推進し

ていきたいと考えています。 

 

 

 

◆環境に対する意識改革については、市民・事業

者への地球温暖化防止に関する情報提供や環境

教育の充実等を積極的に行い、市・市民・事業者

が一体となった施策の推進に努めたいと考えてい

ます。 

 

 

≪今後の予定≫ 

３月中に計画を策定します。 

 

 

 


